
被災宅地危険度判定制度について

主催：新潟県被災宅地危険度判定連絡協議会

被災宅地危険度判定士養成講習会
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１. 被災宅地危険度判定制度の概要

２． 危険度判定の概要
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講義内容



１．被災宅地危険度判定制度の概要
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• 公共・民間を問わず、被災宅地の状況について
調査・判定する知識及び経験を有する技術者
を被災宅地危険度判定士として予め認定登録
し、災害時にこれらの技術者をボランティアとし
て派遣する制度。

• 平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大震災
を教訓。

１．被災宅地危険度判定制度の概要

被災宅地危険度判定制度とは…
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１．被災宅地危険度判定制度の概要

被災宅地危険度判定制度の役割
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• 地震や大雨等によって宅地が大規模かつ広範
囲に被災した場合に、宅地被害の発生状況を
迅速かつ的確に把握し、住民へ情報提供する
ことにより、二次災害の軽減・防止を図る。

• 復旧対策に資する被災情報の収集とその活用
等も兼ねる。



• 被災宅地危険度判定活動をより円滑かつ適切
に実施するため、国土交通省、都道府県及び
政令市などを会員として構成された協議会。平
成９年５月に創設。

• 広域的な災害時に、より迅速かつ適切に対処
するため、各地方公共団体の相互支援に関す
る調整等を含めた協議会体制を整備。

１．被災宅地危険度判定制度の概要

被災宅地危険度判定連絡協議会とは…

⇒ 新潟県被災宅地危険度判定連絡協議会

平成13年2月設立：県内全自治体参加
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１．被災宅地危険度判定制度の概要

被災宅地危険度判定士とは…

1. 被災宅地危険度判定士は、被災地において、
地元市町村長又は都道府県の要請により被
災宅地の危険度判定を行う技術者。

2. 主に土木・建築等の技術者で、一定の専門技
術資格要件を有し、県が実施する「被災宅地
危険度判定士養成講習会」の受講と登録が
必要（５年毎に登録更新）。

3. 判定活動をする場合、認定登録証を携帯し、
「被災宅地危険度判定士」と明示した腕章及
びヘルメットを着用。
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判定士の携行品（２）

腕 章

１．被災宅地危険度判定制度の概要

（表） （裏）

○○市○○町１－２－３

○○ ○○

B8-2015001

判定士の携行品（１）

認定登録証

8

印



県内の被災宅地危険度判定士

１．被災宅地危険度判定制度の概要

• 目標数：

全国で１万人以上（達成済）

新潟県200人以上（H13年度で達成済）

• 新潟県の登録判定士

1,081名が登録済(R8.4.1現在)

     【内訳】

・県職員 ：204名

・市町村職員 ：433名

・民間  ：444名
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• 家屋の倒壊等の危険性を応急的に判定調査
する制度として「被災建築物応急危険度判定
制度」（全国被災建築物応急危険度判定協
議会）がある。

• 被災者支援策の判断材料の一つとして用い
られる「り災証明」のための被害調査ではな
い。

注意事項

１．被災宅地危険度判定制度の概要
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当該市町村の
宅 地 判 定 士
・市町村職員
・民 間 人

市 町 村 の
災 害 対 策 本 部

実 施 本 部

依頼 応諾

県内宅地判定士
・県 職 員
・他の市町村職員
・他の民 間 人

新 潟 県
（災害対策本部）

都 市 政 策 課

依頼 応諾

支援

要請

宅 地 判 定 士

他の都道府県

危険度判定制度
所管課

依頼 応諾

支援

要請

宅 地 判 定 士

都市再生機構

危険度判定制度
所管課

依頼 応諾

国土交通省
危険度判定制度所管課

調整・
要請

応諾
調整・要請

調整の要請

支援

①①①

②

③
③

④ ⑤

⑥

③④ ④⑤

⑤⑥
④⑥⑦

② ③

③’

②

黒番号：被災市町村独自で判定実施する場合
緑番号：県内判定士で支援する場合
青番号：他の都道府県に支援要請する場合
赤番号：国土交通省に調整要請をする場合

（注）実施フロー

②①

独自で判定実施
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危険度判定実施体系図

１．被災宅地危険度判定制度の概要



２．危険度判定の概要
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２． 危険度判定の概要



危険度判定調査の概要

• 宅地危険度判定士を含む３名程度が１組
になって、調査票等に定められた客観的な
基準（調査票）により、目視できる範囲の箇
所について被害状況を調査し、その結果を
もとに危険度を判定。

• 判定時の持ち物は実施マニュアルP.3参照

※危険と思われる宅地には

立ち入らないで調査することもある。

２． 危険度判定の概要
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調査対象イメージ

擁壁

宅地地盤

２． 危険度判定の概要

危険度判定調査の概要

のり面・自然斜面
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判定票の種類

様式－１ 擁壁被害調査危険度判定票

様式－２ 宅地地盤／のり面・自然斜面
被害状況調査の判定票

様式－３ 擁壁・のり面の崩落に伴う影響
範囲図

２． 危険度判定の概要
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結果の整理、報告

２． 危険度判定の概要
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（１）判定の実施を伝える

（２）被害状況の確認

（３）被害状況の調査

（４）調査結果の掲示

調査の流れ



２． 危険度判定の概要

危険度判定調査の概要

（１）判定の実施を伝える
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危険度判定調査の概要

（２）被害状況確認（擁壁）

• 擁壁全体の被害状況
を確認。

• 被害箇所の位置図や
断面図などを、調査票
に記入。

２． 危険度判定の概要
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• 宅地全体の被害状況
を確認。

• 被害箇所が分かるよ
うに宅地の平面図な
どを、調査票に記入。

２． 危険度判定の概要
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危険度判定調査の概要

（２）被害状況確認（宅地地盤）



危険度判定調査の概要

（３）被害状況の調査

• 各被害箇所の状況を
調査し、被害の程度に
応じて点数を付けます。

• 被害箇所の撮影

（全景、局部）

２． 危険度判定の概要
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危険度判定調査の概要

（４）調査結果の掲示

• 宅地所有者や近隣の
住民が余震等により、
二次災害に遭わない
よう、宅地の状況を周
知するため、被害点
数に応じたステッカー
を目立つ場所に貼り
ます。

２． 危険度判定の概要
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判定結果の表示

• 被災宅地危険度判定の結果は、判定ステッカーを見
えやすい場所に表示し、当該宅地の使用者・居住者だ
けでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であ
るか否かを識別できるようにします。

• 判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法につ
いての簡単な説明や二次災害防止のための処置につ
いても明示します。

• 判定結果についての問い合わせ先もステッカーに表
示します。

２． 危険度判定の概要
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判定ステッカー
【青色：調査済宅地】

・被害の程度が小さい

２． 危険度判定の概要

※本調査結果は、あくまで被災後速やかに実施される暫定的な調査であるため、被災者
支援策の判断材料の一つとして用いられる「り災証明」とは関係ありません。 24

【黄色：要注意宅地】

・宅地に入る場合は注意

・応急的補強は専門家への相談を

【赤色：危険宅地】

・宅地に入ることは危険

・専門家への相談を



調査及び危険度判定の結果は、現地調査終了後速や
かに必要な整理を行い、実施本部へ報告する。

結果の整理、報告

２． 危険度判定の概要
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• 判定士の派遣要請

広域的な大災害発生時に支援要請があった場合、地元

 以外の地域へ派遣をお願いする場合があります。

• 判定士の業務期間

現地までの往復に要する日数を含めて１週間程度

• 被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償

判定活動または訓練活動に従事している際の補償制度

（判定士の費用負担なし）。
26

２． 危険度判定の概要

その他
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